
2026 年 3 月 26 日 

阪急バス株式会社 

 

hanica 取扱規則の一部変更について 

 

 

標記規則の一部を変更いたします。 

 

記 

 

１．変更する規則 

  hanica 取扱規則 

 

２．規則の効力発生日 

  ２０２６年 ４月 １日 

 

３．変更の内容 

  別紙 新旧対照表のとおり 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/1 

ｈａｎｉｃａ取扱規則 新旧対照表（２０２６年４月１日変更） 

   ：変更箇所 

変更後 変更前 

ｈａｎｉｃａ取扱規則 

（省略） 

一部改定 ２０２５年１１月２７日 

一部改定 ２０２６年 ４月 １日 

 

ｈａｎｉｃａ取扱規則 

（省略） 

一部改定 ２０２５年１１月２７日 

 

（発 売） 

第３０条 当社は旅客より hanica 定期券の購入申込みがあった場合は、当社所定の方法で必要

事項を発売窓口（ただし、係員機器を設置する窓口に限る。）にて記入し提出、または自動定

期券発行機にて入力（hanicaアプリで定期券発券予約し、承認された場合を含む）された旅

客に対し、次の発売条件に該当する hanica定期券を発売します。ただし、当社では阪神バス

株式会社が提供する hanica定期券の発売は取り扱いません。 

（１）～（３）省略 

２ 省略 

３ 省略 

４ 定期券継続機は、次の各号に該当する hanica定期券を発売します。 

（１）hanica 通勤定期券、hanica通学定期券または hanicaスクールパスで、旅客が購入する際

に所持する定期券と同じ券種の定期券の継続発売（ただし、特割カード及び小児特割カード

を除く） 

（２）～（３） 省略 

５ 自動定期券発行機は、次の各号に該当する hanica定期券を発売します。 

（１）hanica 通勤定期券の新規発売(ただし、小児カード、特割カード及び小児特割カードを除

く) 

（２）前項第１号に規定する継続発売 

（３）hanica 通学定期券の継続発売であって、有効期間満了日の翌日から起算して７日を経過

していない場合 

（４）hanica 通学定期券または hanicaスクールパスの発売であって、学年（３月３１日から４

月１日）を跨がない場合 

（５）hanicaアプリで定期券発券予約を行い、承認された hanica通学定期券及び hanicaスク

ールパスの新規発売（ただし、小児カード、特割カード及び小児特割カードを除く） 

 

（発 売） 

第３０条 当社は旅客より hanica定期券の購入申込みがあった場合は、当社所定の方法で必要

事項を発売窓口（ただし、係員機器を設置する窓口に限る。）にて記入し提出、または自動定

期券発行機にて入力された旅客に対し、次の発売条件に該当する hanica定期券を発売します。

ただし、当社では阪神バス株式会社が提供する hanica 定期券の発売は取り扱いません。 

 

（１）～（３）省略 

２ 省略 

３ 省略 

４ 定期券継続機は、次の各号に該当する hanica定期券を発売します。 

（１）hanica 通勤定期券、hanica通学定期券または hanicaスクールパスで、旅客が購入する際

に所持する定期券と同じ有効区間の定期券の継続発売（ただし、特割カード及び小児特割カ

ードを除く） 

（２）～（３） 省略 

５ 自動定期券発行機は、次の各号に該当する hanica定期券を発売します。 

（１）hanica 通勤定期券の新規発売(ただし、小児カード、特割カード及び小児特割カードを除

く) 

（２）前項第１号に規定する継続発売 

（３）hanica通学定期券の継続発売であって、有効期間満了日の翌日から起算して７日を経過

していない場合 

（４）hanica 通学定期券または hanicaスクールパスの発売であって、学年（３月３１日から４

月１日）を跨がない場合 

 

（省略） 

附 則（２０２６年 ４月 １日改定） 

この規則は、２０２６年４月１日から適用します。 

 

（省略） 

 

 

 


